
叫
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漣

議
案
第
四
十
九
号

専
決
処
分
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
'
別
紙
の

と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
の
で
,
同
法
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
'
こ
れ
を
本
議
会
に
報
告
し
て
承
認

三
朝
町
長
　
安

田

真

　

一

　

郎

を
求
め
る
｡

′
＼

平
成
五
年
四
月
三
十
日

平
成
五
年
四
月
夢
治
日
　
原
寮
永
筑

三
朝
町
艶
各
級
長
西
村
武
津
具
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叫

専
決
第
一
号

専
決
処
分
者

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
百
七
十
九
条
第
｣
項
の
規
定
に
よ
り
､

三

朝

町

税

条

例

の

1

部

を

改

正

す

る

こ

と

に

つ

い

て

､

次

の

と

お

り

専

決

処

分

す

る

｡

平
成
五
年
三
月
三
十
一
日

三

朝

町

長

　

安

　

　

田

　

　

真

　

1

　

郎



＼

三
朝
町
条
例
第
　
　
号

三
朝
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
税
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
十
八
号
)
の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
二
十
四
条
第
二
項
中
二
ハ
万
四
千
円
｣
を
｢
十
万
四
千
円
｣
に
改
め
る
｡

第
五
十
四
条
第
七
項
中
r
信
託
業
務
を
兼
営
す
る
銀
行
｣
を
r
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律

(
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
)
に
よ
り
同
法
第
一
粂
竺
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務
を
営
む
同
項
に
規
定
す
る
金

融
機
関
｣
　
に
改
め
る
｡

空
ハ
十
一
粂
第
九
項
中
｢
二
分
の
二
を
｢
三
分
の
二
に
改
め
'
同
条
第
十
項
中
｢
四
分
の
二
を
｢
六
分
の

I
 
L
　
に
改
め
る
｡

附
則
第
五
粂
第
一
項
中
｢
十
九
万
円
｣
を
三
十
五
万
円
｣
に
改
め
る
｡

･
附
則
第
十
一
条
の
見
出
し
中
｢
平
成
三
年
度
か
ら
平
成
五
年
度
ま
で
｣
を
｢
平
成
六
年
度
か
ら
平
成
八
年
度
ま
で
｣

に
改
め
,
同
条
第
三
号
中
｢
附
則
第
十
七
粂
第
六
号
｣
を
｢
附
則
第
十
七
粂
第
六
号
イ
｣
に
改
め
る
｡

附
則
第
十
1
条
の
次
に
次
の
1
条
を
加
え
る
｡

(
読
替
規
定
)

第
十
一
条
の
二
　
法
附
則
第
十
七
条
の
二
第
壷
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
平
成
六
年
度
か
ら
平
成
八
年
度
ま
で
の
各
年

ま
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
､
第
六
十
妄
第
九
項
中
r
三
分
の
1
の
額
｣
と
あ
る
の
は
r
三
分
の
一
の
額
(
当
該
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L

住
宅
用
地
が
法
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
で
あ
る
と
き
は
'
同
項
の
成
定
に
よ
り

課
税
標
準
と
さ
れ
る
額
)
｣
と
､
同
条
第
十
項
中
r
六
分
の
1
の
額
｣
と
あ
る
の
は
r
六
分
の
l
の
額
(
当
該
小
競

模
住
宅
用
地
が
法
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
で
あ
る
と
き
は
'
同
項
の
規
定
に
よ

り
課
税
標
準
と
さ
れ
る
額
)
｣
と
'
附
則
第
十
集
中
｢
第
十
五
条
の
三
｣
と
あ
る
の
は
r
第
十
五
轟
の
三
'
第
十
七

条
の
二
第
一
項
｣
　
と
す
る
｡

･
附
則
第
十
二
条
の
見
出
し
中
｢
平
成
三
年
反
か
ら
平
成
五
年
度
ま
で
｣
を
｢
平
成
六
年
度
か
ら
平
成
八
年
度
ま
で
｣

に
改
め
,
同
条
中
｢
平
成
三
年
度
か
ら
平
成
五
年
度
ま
で
｣
を
｢
平
成
六
年
度
か
ら
平
成
八
年
度
ま
で
｣
に
'
｢
掲
げ

る
用
途
等
｣
を
｢
掲
げ
る
用
途
｣
に
改
め
'
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡
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附
則
第
十
五
条
の
二
第
表
中
r
平
成
三
年
度
か
ら
平
成
五
年
度
ま
で
｣
を
r
平
成
六
年
度
か
ら
平
成
八
年
度
ま

で
｣
に
改
め
る
｡

附
則
第
十
六
集
中
｢
平
成
三
年
度
分
及
び
平
成
四
年
度
分
｣
を
｢
平
成
五
年
度
分
及
び
平
成
六
年
度
分
｣
に
改
め
る
｡

附
則
第
十
七
粂
第
一
項
中
｢
第
三
十
六
条
の
二
第
三
項
｣
の
下
に
｢
(
同
法
第
三
十
六
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)
｣
を
加
え
る
｡

附

　

則

(
施
行
期
日
)

嘉
妄
　
こ
の
条
例
は
,
平
成
五
年
四
月
盲
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
,
第
六
十
妄
葡
九
項
及
び
第
十
項
並
び
に

附
則
第
十
左
の
改
正
規
定
,
附
則
第
十
一
条
の
次
に
妄
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
二
条
'
第
十
五

条
.
e
l
l
第
一
項
及
び
-
七
粂
第
1
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
雲
集
の
霊
は
'
平
成
六
年
四
月

■



一
日
か
ら
施
行
す
る
｡

′
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(
町
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
二
粂
　
改
正
後
の
三
朝
町
税
条
例
(
以
下
｢
新
条
例
｣
と
い
ケ
｡
)
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
附
則
第
五
条
竺
項

の
規
定
は
,
平
成
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
,
平
成
四
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
町

民
税
に
つ
い
て
は
､
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

(
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
三
粂
別
慧
定
め
が
あ
b
P
も
の
を
除
き
､
新
条
例
の
鑑
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
'
平
成
五
年
度
以
後

の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
,
平
成
四
年
度
分
ま
で
､
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
､
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
｡
.

第
四
粂
　
新
条
例
第
六
十
一
条
第
九
項
及
び
第
十
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
､
第
十
一
条
の
二
及
び
第
十
二
条
の
規
定

は
,
平
成
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
観
に
つ
い
て
適
用
し
,
平
成
五
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
た
つ
い

で
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

(
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
五
粂
　
新
条
例
附
則
第
十
六
条
の
規
定
は
,
平
成
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
'
平
成

四
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
､
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

(
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
)
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∫ A

第
六
粂
　
新
条
例
附
則
第
十
五
条
の
二
竺
項
の
規
定
は
,
平
成
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特

別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
,
平
成
五
年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
'

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡


